
 

日整連第７－４５９号 

令和８年２月１９日 

 

各 自動車整備振興会 専務理事 殿 

 
一  般

社団法人日本自動車整備振興会連合会 

専 務 理 事   島  雅 之 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「道路運送車両法施行規則第３６条第５項、第６項及び第７項の 

書面について（依命通達）」の一部改正について 

 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度、国土交通省物流・自動車局長より、標記依命通達の一部を改正す

る通達が下記のとおりありましたので、お知らせしますとともに、貴会傘下会員事

業者に対して周知下さいますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

別添１：国土交通省物流・自動車局長通達 

別添２：改正概要等（道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部

を改正する省令について） 

別添３：新旧対照表（国土交通省令第９号） 

別添４：官報写し（国土交通省令第９号） 

別添５：改正概要等（道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国

土交通大臣が定める自動車及び第四項に規定する国土交通大臣の行う認定

に関し必要な事項を定める告示について） 

別添６：新旧対照表（国土交通省告示第２７９号） 

別添７：官報写し（国土交通省告示第２７９号） 

 

以上 

 

 

 

（本件に関する問合わせ：日整連 教育・技術部 技術課 小山、日下部、岩堀） 



 

 

国 自 基 第 1 8 7 号 

令和８年２月 16 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

                      国土交通省物流・自動車局長 

 

 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書面について（依命通

達）」の一部改正について 

 

 

 

標記について、別紙のとおり、各地方運輸局長及び沖縄総合事務局長あて通知したので、

貴会（組合）においても傘下会員（組合員）に対し、この旨周知徹底方お願いします。 

 

 

 

  

別添１



 

 

国 自 基 第 1 8 7 号 

令和８年２月 16 日 

 

 

各地方運輸局長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

 

                      国土交通省物流・自動車局長 

 

 

 

 

「道路運送車両法施行規則第 36条第５項、第６項及び第７項の書面について（依命通

達）」の一部改正について 

 

 

 

日米両国が発出した「2025年７月 22日の日米間の枠組み合意についての共同声明」にお

いて、日本は、「米国で製造され、かつ、米国で安全が認証された乗用車について、日本国

内での販売のため追加試験なしで受入れ」を行うこととされた。 

上記を踏まえ、道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）において第 58 条

の３を新設したことに伴い、「道路運送車両法施行規則第 36 条第５項、第６項及び第７項

の書面について（依命通達）」（平成３年６月 28 日地技第 156 号）を別添新旧対照表のと

おり改正したので、今後はこれにより実施されたい。 

 

 

 

 

 

別紙 
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別 添 

○「道路運送車両法施行規則第36条第５項、第６項及び第７項の書面について（依命通達）」の一部改正 

（傍線の部分は改正部分） 

平成３年６月28日 地技第156号 

最終改正：令和８年２月16日付け国自基第187号 

改 正 後 改 正 前 

  
～定め文除く～ ～定め文除く～ 

  

記 記 

  

１．施行規則第36条第５項関係 １．施行規則第36条第５項関係 

「当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条第１項の基準（同令

第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされ

ている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当

該告示に定める基準）に適合するものであることを証する書面」とは

、次に掲げるものをいう。 

「当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条第１項の基準（同令

第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされ

ている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当

該告示に定める基準）に適合するものであることを証する書面」とは

、次に掲げるものをいう。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６）同通達１．（１）５）に係る自動車（二輪自動車を除く。）にあ

っては、細目告示第118条第１項第３号ロに規定する基準への適合

を証する次に掲げる書面（排気管を有しない自動車又は排気管を有

する自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除

き、近接排気騒音の値を確認できるものに限る。）。この場合にお

いて、保安基準第58条の３の規定に基づく認定を受けた自動車につ

いては、ホの規定によるものとする。ただし、ロ及びハの書面にあ

っては、本邦に輸入する自動車に限る。 

（６）同通達１．（１）５）に係る自動車（二輪自動車を除く。）にあ

っては、細目告示第118条第１項第３号ロに規定する基準への適合

を証する次に掲げる書面（排気管を有しない自動車又は排気管を有

する自動車であって停止状態において原動機が作動しないものを除

き、近接排気騒音の値を確認できるものに限る。）。ただし、ロ及

びハの書面にあっては、本邦に輸入する自動車に限る。 
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イ～ニ （略） イ～ニ （略） 

ホ 「道路運送車両の保安基準第58条の３の規定による自動車の認

定要領について（依命通達）」（令和８年２月16日付け国自基第

186号、国自審第2560号）に規定する認定書の写し 

（新設） 

  

２．施行規則第36条第６項関係 ２．施行規則第36条第６項関係 

「当該自動車が道路運送車両の保安基準第31条第２項の基準（同令

第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされ

ている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当

該告示に定める基準）のうち、国土交通大臣が指定するものに適合す

るものであることを証する書面」とは、次に掲げるものをいう。 

「当該自動車が道路運送車両の保安基準第31条第２項の基準（同令

第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされ

ている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当

該告示に定める基準）のうち、国土交通大臣が指定するものに適合す

るものであることを証する書面」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）（１）及び施行規則第36条第７項に係る自動車以外のもの（大型

特殊自動車を除く。）にあっては、公的な試験機関において実施さ

れた試験結果を表する書面又は次に掲げる書面。この場合において

、保安基準第58条の３の規定に基づく認定を受けた自動車について

は、ホの規定によるものとする（ハ及びニに掲げる書面にあっては

、協定規則第154号の要件が適用される自動車に限る。）。 

（２）（１）及び施行規則第36条第７項に係る自動車以外のもの（大型

特殊自動車を除く。）にあっては、公的な試験機関において実施さ

れた試験結果を表する書面又は次に掲げる書面（ハ及びニに掲げる

書面にあっては、協定規則第154号の要件が適用される自動車に限

る。） 

イ～ニ （略） イ～ニ （略） 

ホ 「道路運送車両の保安基準第58条の３の規定による自動車の認

定要領について（依命通達）」（令和８年２月16日付け国自基第

186号、国自審第2560号）に規定する認定書の写し 

（新設） 

（３）（略） （３）（略） 

  

３．・４．（略） ３．・４．（略） 
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附則〔平成 11 年４月 22 日付け自環第 92 号〕 

記２． (２)の改正は、平成 12 年 10 月１日から適用する。 

 

附則〔平成 18 年６月 27 日付け国自環第 53 号〕 

この改正は、平成 18 年 10 月１日から施行する。ただし、自動車登録規則（昭和 45 年運輸省令第７号）別表第２

第６号に掲げる自動車の範囲に該当するものにあっては、平成 19 年４月１日から適用する。 

 

附則〔平成 27 年 3 月 31 日付け国自技第 202 号国自環第 231 号〕 

1. 本改正規定は、平成 27 年 5 月 1 日から適用する。 

 

附則〔令和４年 10 月７日国自基第 128 号〕 

この改正は、令和４年 10 月８日から適用する。 

 

附則〔令和５年３月 30 日国自基第 248 号〕 

この改正は、令和５年４月１日から適用する。 
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附則〔令和６年９月 20 日国自基第 83 号〕 

この改正は、令和６年９月 22 日から適用する。 

 

附則〔令和８年２月 16 日付け国自基第 187 号〕 

この改正は、令和８年２月 16 日から適用する。 



 

令和８年２月 

物流・自動車局 

 

道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令について 

 

１．背景 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）においては、第３章の規定に基づき、道路

運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）を定め、

これに適合する自動車等でなければ、運行の用に供してはならない旨を規定する一方、保

安基準第 55条から第 58条の２において、一定の条件を満たした自動車に対する保安基準

及びこれに基づく告示の適用の取扱いを定めている。 

さらに、道路運送車両法施行規則（昭和 26年運輸省令第 74号。以下「施行規則」とい

う。）においては、保安基準第 55条の規定に基づく手続を受けた自動車は、その旨を自動

車検査証に記載すること等を規定しているところである。 

今般、日米両国が発出した「2025年７月 22日の日米間の枠組み合意についての共同声

明」において、日本は、「米国で製造され、かつ、米国で安全が認証された乗用車につい

て、日本国内での販売のため追加試験なしで受入れ」を行うこととなった。当該声明を履

行するため、米国で製作した自動車の一部については、一定の条件を満たしたうえで保安

基準に適合するものとみなすとともに、その旨を自動車検査証に記載できるようにするた

め、保安基準及び施行規則について、所要の改正を行う必要がある。 

 

２．概要 

（１）保安基準の一部改正 

国土交通大臣が、米国で製作された自動車のうち、告示で定めるものについて、安全性

の確保及び公害の防止に係る措置が講じられることにより保安上及び公害防止上支障が

ないものとして国土交通大臣の認定を受けた場合は、保安基準及びこれに基づく告示であ

って当該自動車ごとに指定したものに適合するものとみなすほか、所要の改正を行う。（第

58条の３関係（新設）） 

 

（２）施行規則の一部改正 

（１）により国土交通大臣が認定した自動車は、自動車検査証にその旨記載することと

する（第 35条の３関係）ほか、所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 

公布・施行：令和８年２月 16日 

 

別添２
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○
国
土
交
通
省
令
第
九
号 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
第
二

項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路

運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
十
六
日 

国
土
交
通
大
臣 

金
子 

恭
之 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。 次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 

別添３
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

目
次 

目
次 

第
一
章 

（
略
） 

第
一
章 

（
略
） 

第
二
章 

自
動
車
の
保
安
基
準(

第
二
条―

第
五
十
八
条
の
三)

 

第
二
章 

自
動
車
の
保
安
基
準(

第
二
条―

第
五
十
八
条
の
二)

 

第
三
章
・
第
四
章 
（
略
） 

第
三
章
・
第
四
章 

（
略
） 

附
則 

附
則 

（
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
自
動
車
の
特
例
） 

 

第
五
十
八
条
の
三 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
同
国
が
定

め
る
保
安
上
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
よ
り
同
国
に
お
い
て
安
全
性
の
確

保
が
図
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
う
ち
、
構
造
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
構
造
又
は
使
用
の
態
様
に
つ
い
て
安
全
性
の
確
保
及
び
公

害
の
防
止
に
係
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
保
安
上
及
び
公
害
防
止
上

支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

本
章
の
規
定
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
告
示
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
自
動
車
ご

と
に
指
定
し
た
も
の
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

（
新
設
） 

２ 

前
項
の
認
定
は
、
条
件
若
し
く
は
期
限
又
は
認
定
に
係
る
自
動
車
の
運
行
の
た

め
必
要
な
保
安
上
若
し
く
は
公
害
防
止
上
の
制
限
を
付
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

。 

 

３ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項

の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

認
定
の
取
消
し
を
求
め
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。 

二 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
規
定
に
適
合
す
る
も
の

と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
又
は
支
障
を
生
じ
た
と
き
。 

三 

前
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
又
は
制
限
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

４ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
告
示
で
定
め
る
。 
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（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。 次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

目
次 

目
次 

第
一
章
～
第
五
章 

（
略
） 

第
一
章
～
第
五
章 

（
略
） 

第
六
章 

道
路
運
送
車
両
の
検
査
等 

第
六
章 

道
路
運
送
車
両
の
検
査
等 

第
一
節
・
第
二
節 
（
略
） 

第
一
節
・
第
二
節 

（
略
） 

第
三
節 

保
安
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
及
び
緩
和
（
第
五
十
二
条―

第
五
十
四

条
の
二
） 

第
三
節 

保
安
基
準
に
つ
い
て
の
制
限
及
び
緩
和
（
第
五
十
二
条―

第
五
十
四

条
） 

第
七
章
～
第
八
章 

（
略
） 

第
七
章
～
第
八
章 

（
略
） 

附
則 

附
則 

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
） 

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
五
条
の
三 

（
略
） 

第
三
十
五
条
の
三 

（
略
） 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

イ
・
ロ 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認

定
を
受
け
た
自
動
車 

そ
の
旨 

（
新
設
） 

二
十
三
～
二
十
九 

（
略
） 

二
十
三
～
二
十
九 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
等
） 

（
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
の
申
請
等
） 

第
三
十
八
条 

（
略
） 

第
三
十
八
条 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 
２
～
７ 

（
略
） 

８ 

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
変
更
と
す
る
。 

８ 

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
変
更
と
す
る
。 

一
～
十
一 

（
略
） 

一
～
十
一 

（
略
） 

十
二 

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
十
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項 

（
新
設
） 

９
・
10 

（
略
） 

９
・
10 

（
略
） 
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（
改
善
措
置
の
勧
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
及
び
特
定
後
付
装
置
） 

（
改
善
措
置
の
勧
告
の
対
象
と
な
ら
な
い
自
動
車
及
び
特
定
後
付
装
置
） 

第
五
十
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、

自
動
車
を
輸
入
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
が
輸
入
し
た
自
動
車
で
あ
つ
て
、
外
国

に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
か
ら
自

動
車
を
輸
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
が
当
該
契
約
に
基
づ
い
て
輸
入
し
た

自
動
車
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と

す
る
者
が
自
ら
輸
入
し
た
自
動
車
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
及
び
道
路
運
送
車
両

の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
自
動
車

以
外
の
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
条 

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、

自
動
車
を
輸
入
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
が
輸
入
し
た
自
動
車
で
あ
つ
て
、
外
国

に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
か
ら
自

動
車
を
輸
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
が
当
該
契
約
に
基
づ
い
て
輸
入
し
た

自
動
車
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
を
製
作
す
る
こ
と
を
業
と

す
る
者
が
自
ら
輸
入
し
た
自
動
車
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
自
動
車
検
査
証
等
の
提
示
の
命
令
） 

（
自
動
車
検
査
証
等
の
提
示
の
命
令
） 

第
五
十
二
条 

（
略
） 

第
五
十
二
条 

（
略
） 

２ 

地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き

（
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
）
は

、
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
検
査
証
、
限
定
自
動
車
検
査
証
又
は

軽
自
動
車
届
出
済
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き

（
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
）
は

、
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
検
査
証
、
限
定
自
動
車
検
査
証
又
は

軽
自
動
車
届
出
済
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定 

（
新
設
） 

五 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

の
取
消
し 

（
新
設
） 

 
 

第
五
十
四
条
の
二 

自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る

処
分
に
係
る
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
九
号
様
式

の
二
に
よ
る
標
識
を
当
該
自
動
車
の
後
面
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

２ 

自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
標
識
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

 
 



 

 

- 
7
 /
 8
 -
 

第 十 九 号 様 式 の 次 に 次 の 様 式 を 加 え る 。  

  

第十九号様式の二（認定を受けた自動車の標識）（第五十四条の二関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

形状は正立星型正五角形とすること 

外接円の直径 

50 ミリメートル 

４ミリメートル 

赤色 

白色 
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附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



別添４







 

令和８年２月 

物流・自動車局 

 

道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣が定める自

動車及び第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定める告示

について 

 

１．背景 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）においては、第３章の規定に基づき、道路

運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）を定め、

これに適合する自動車等でなければ、運行の用に供することができない旨定められている。 

今般、日米両国が発出した「2025年７月 22日の日米間の枠組み合意についての共同声

明」において、日本は、「米国で製造され、かつ、米国で安全が認証された乗用車につい

て、日本国内での販売のため追加試験なしで受入れ」を行うこととされた。 

これらを踏まえ、保安基準第 58 条の３を新たに制定し、米国において製作された自動

車（同国で安全性の確保が図られていると認められるもの等に限る。）のうち国土交通大

臣が告示で定めるものについて、安全確保等に係る措置が講じられることにより保安上・

公害防止上支障がないと国土交通大臣が認定した場合は、保安基準及びこれに基づく告示

であって当該自動車ごとに指定したものに適合するものとみなすこととする。 

これに伴い、「道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項に規定する国土交通大臣

が定める自動車及び第四項に規定する国土交通大臣の行う認定に関し必要な事項を定め

る告示（令和８年国土交通省告示第 279号）」を定める必要がある。 

 

２．概要 

国土交通大臣が定めるものは、次のいずれにも該当するものとする。 

（１）指定自動車等以外の自動車であること 

（２）当該自動車の自動車製作者等その他保安上又は公害防止上支障を生じるおそれ

があるとき又は支障を生じたときに改善措置を適確に講ずることができる能力

を有すると認められる者により米国から輸入された自動車であること 

（３）専ら乗用の用に供する自動車等であること 

 

３．今後のスケジュール 

公布・施行：令和８年２月 16日 
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動

車
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 令

和
八
年
二
月
十
六
日 

国
土
交
通
大
臣 

金
子 

恭
之 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
及
び
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示 

（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
） 

第
一
条 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
以
下
「
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通

省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
、
当
該
自

動
車
の
自
動
車
製
作
者
等
そ
の
他
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
支
障
を
生
じ

た
と
き
に
改
善
措
置
を
適
確
に
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
、
二
輪
自
動
車
、
側

別添６
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車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽 け

ん

引
自
動
車
を
除
く
。
）

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

（
認
定
の
告
示
） 

第
二
条 
国
土
交
通
大
臣
は
、
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

告
示
す
る
。 

（
認
定
の
取
消
し
の
告
示
） 

第
三
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
保
安
基
準
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
告
示
す
る
。 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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